
 

平成２６年５月２２日 

 

 

 

株式会社 山陰合同銀行 

 

個人ローン商品内容の改定 

 

山陰合同銀行（頭取 久保田 一朗）では、平成２６年５月１９日（月）より、個人ローン

の商品内容を改定いたしましたのでお知らせします。 

お客様の幅広いニーズに対応するため、「マイカーローン」のお借入金額を１，０００万

円以内に拡大いたします。 

また、「マイカーローン」、「教育ローンがくえん」、「自由に使える！ローン」、「Ｄｕｏカ

ードローン」について、申込金額が３００万円以内の場合には所得確認書類の提出を不要と

いたします。 

  

ローンを検討中のお客様は、是非この機会に最寄りの営業店窓口、個人ローンセンター、

またはダイレクトローンセンターにご相談ください。 

 

記 

＜改定内容＞ 

１．お借入金額 

商品名 改定前 改定後 

マイカーローン 500万円以内 1,000万円以内 

 ＊女性専用の「マイカーローンレディース」のお借入金額は300万円以内で、改定はご

ざいません。 

 

２．必要書類 

  下記の個人ローンで、申込金額が300万円以内の場合には所得確認書類の提出を不要と

いたします。 

（１）マイカーローン・マイカーローンレディース 

（２）教育ローンがくえん（カード型・証貸型） 

（３）自由に使える！ローン 

（４）Ｄｕｏカードローン 

以上 
 

ダイレクトローンセンター 

電話番号：０１２０－６３１５１０（フリーダイヤル） 

受付時間：毎日１０：００～１９：３０（但し12/31～1/3は除きます） 

＜ごうぎんホームページ＞ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｇｏｇｉｎ．ｃｏ．ｊｐ/ 


